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第 5 章 「国進民退」と習近平政権の課題 
 

渡邉 真理子 
（日本貿易振興機構アジア経済研究所） 

 
はじめに 
 
 2012 年 11 月の第 18 回党大会が、中国の政治においてひとつの重要な転換点であっ

たことは間違いないだろう。しかし、同時に経済においても転換点を迎えつつある。

2005 年ごろから労働市場の逼迫が問題となり、2012 年には労働人口が減少に転じ、高

齢化時代に入る。こうして余剰労働力が消滅すると、投資をすれば爆発的な成長が期待

できる時代は終わり、投入量の拡大ではなく、生産性の上昇が経済成長に不可欠な段階

に入る。その意味で、イノベーションが必要になってくる。ただし、このイノベーショ

ンは技術的なものに限られるわけではなく、社会全体の生産システムの効率化の余地も

視野に入れる必要がある。技術的なイノベーションに関しては、中国政府はすでに「自

主創新（自国の知的財産権にもとづいたイノベーション）」を進めることを強調してき

ている。しかし、経済成長を支えるイノベーションは、技術だけでなく、社会、経済制

度のイノベーション、効率化も考慮する必要がある。実際、1978 年からの改革開放期

の経済成長を支えたのは、投資と同時に計画経済から市場経済に向けた制度の転換が貢

献してきた。しかし、以下でみるように、2000 年代の後半には国有企業の改革は停止、

もしくは逆行とも言える状況になっている。投資と余剰労働による経済成長が期待でき

なくなった今、さらなる制度改革、国有企業改革の徹底が必要である。 
 
Ⅰ 「国有資本の堅持」と「民間資本への市場開放」の対立 
 
 2012 年 3 月、薄煕来重慶書記が解任されたとき、彼を支持してきた「烏有之郷」と

いうウェブサイトが閉鎖された。このウェブサイトは左派的・保守的な論客が集まって

いることで有名で、そこでしばしば取り上げられてきた主張が「国有経済の堅持」であ

る。この左派の主張する「国有資本の堅持」は、どれだけ現実味があるのか、いやない

だろう、というのが、大方の経済研究者の見方である。しかし、この見方が政治的に力

を持ったのが、胡錦濤体制期の特徴であった。 
 2002 年に胡錦濤が党書記に就任し、胡・温体制が始まった当時、第 15 回党大会のあ

と始まった国有企業の再構築がこの時期急速に進んだ。朱鎔基のはじめた国有企業改革、

従業員の再配置と国有企業の「改制」はこの時期ピークとなり、国有企業の比率が低下

し私有企業のプレゼンスが高まる「国退民進」が進んだのである。この時期、第 15 回

党大会の精神は広く受け入れられており、胡政権が始まってからの当初も「国有経済は
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『進む（＝拡大する）』ことも『退く（＝退出する）』こともある」と位置づけられたと

考えられてきていた（たとえば、[宋 2010]の記述）。しかし、この胡体制から習体制へ

政権が移行した現在、「国進民退」が進み、改革が停滞したという批判が強い。なぜ、

こうした状況が生まれたのか。 
表 1 は、朱鎔基首相の時代に国有企業の改革を決定した第 15 回党大会以降、「国有

資本の堅持」のための政策と「民間資本への市場開放」のための政策を対比したもので

ある。 
 
 

表 1 第 15 回党大会以降の「国有資本の堅持」vs.「民間資本の導入」 
  国有資本の堅持 民間資本の導入・国有経済の範囲の限

定 
  法規・政策名 法規・政策名 

1999.9.22  「中共中央の国有企業改革および発

展に関する若干の重大問題的決定」 
2001.3.13 「国有企業内部人事、労働、分配制

度改革に関する意見」 
 

2002.11.14 第 16 回党大会において、党規約の改正 
2003.4 国有資産監督管理委員会の設立  
2003.10.21  「中共中央の社会主義市場経済体制をより改善するための若干问题的决定」 
2004.3.14 憲法改正 
2004.7.16  「国務院の投資体制改革に関する決

定」 
2005.2.19  「国務院の個体経営など非公有制経

済発展の奨励、支持、指導に関する若

干の意見」（非公有 36 条） 
2005.4.4 「国務院の 2005 年経済体制改革を

深化のための意見」 
 

2006.12.5 「国有資産管理委員会の国有資本調

整および国有企業再構築に関する指

導意見」 

 

2006.12.18 李融栄国資委主任 7 つの絶対支配

産業と 9 つの相対支配産業を発表。 
 

2007.8.30  独占禁止法施行 
2007.10.1 物権法施行  
2009.5.1 「企業国有資産管理法」施行  
2010.5.17   「国務院の民間投資の健康的発展を

奨励および誘導する若干の意見」（新

非公有 36 条） 
2010.7.20  「国務院弁公庁の民間投資の健康的

発展を奨励および誘導する重点任務

の分業に関する通知」 
2012.5.23  「国有企業の改組に民間投資を積極

導入することについての指導意見」 
（出所）筆者作成    
（注）国有資本の堅持と民間資本の導入への分類は、あくまで相対的な問題である。たとえば、独占禁

止法には国有資本堅持をうたった条文もある。 
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 この中で、1999 年の 2004 年の投資体制改革、2005 年の非公有 36 条までは、民間

資本の参入拡大をめざした法規であった。しかし、その後出された胡錦濤体制の施政方

針報告ともいえる「国務院 2005 年深化経済体制改革的意見」では、国有資産管理体制

の強化を三農問題に次ぐ重要課題としてあげた。そして、2006 年 12 月に出された「国

有資産管理委員会の国有資本調整および国有企業再構築に関する指導意見」（97 号文

件）において、国有資本を投下する範囲の定義が拡大した。つまり、「国家の安全、重

要なインフラおよび重要な鉱物資源にかかわる産業、公共財、公共サービスを提供する

産業、支柱となる産業、ハイテク産業の中心となる企業」とされ、それまでの国有資本

の投下されるべき範囲に、下線部分が加えられたのである。これにより、鉄道部の民営

化案はストップし、石炭、レアアースなどについて、民営企業の閉鎖や国有化、それか

ら輸出の国有企業への集中、独占などが始まっていく。この通達の中で国有企業の活動

範囲が拡大したことが、「国進民退」が公式に始まるきっかけとなった。 
 
Ⅱ 経済の論理：「国進民退」と「旺盛な参入」 
 
１ 国進民退は起きているのか 
 「国進民退」という現象ははたしてどのように起きているのか。たとえば胡鞍鋼

（2012）が「国進民退は偽の命題である」と主張したように、この現象の存在自体が

論争の対象になってきた。しかし、公表された統計を観察する限り、おおよそ次の状況

が起きているという認識は一致している。まず、全国全体で見た場合、国有企業の数自

体は大幅に減ってきている。その結果、雇用や営業収入に占める割合も一貫して減少し

ている。②資産や営業収入、雇用といった営業規模の大きなグループでの国有企業の比

率は高い。こうした傾向は、以下の図 1-1～1-4 で示した統計からもうかがえる。 
 企業数でみると国有企業の比率は減少している。1998 年に 4 割前後だったものが

2011 年には 5%を占めるに過ぎない。しかし、総生産額、利潤についてみると、全体の

5 割前後から 3 割前後に減少したにとどまっている。これは、OECD の国有企業比率と

比べると非常に大きな比率にとどまっている。そして、国有企業の資産規模は、1998
年から一貫して全体の 3 割程度を維持している。経済全体に対して、国有企業の利潤が

減少し総資産が一定規模を維持していることから、国有企業の総資産利潤率は非国有企

業に比べて低いことが伺える。 
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図 1-1 国有企業のシェア：企業数 

  

（出所）『中国統計年鑑 2011』 
 
 

図 1-2 国有企業のシェア：総生産額 

 
 出所 中国統計年鑑 2011 
 
 
（出所）図 1-1 に同じ。 
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図 1-3 国有企業のシェア：利潤総額 

 （出

所）図 1-1 に同じ。 
 
 

図 1-4 国有企業のシェア：総資産額 

 

（出所）図 1-1 に同じ。 
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 この収益率の低さに注目して、韓[2010]は、国有企業が支配している資産を民営企業

が運営した場合、より高い利益を上げられた可能性を指摘し、経済全体に非効率性をも

たらしているだけでなく、国有企業の存在が財政収入にも潜在的な損失をもたらしてい

ると批判している。一方、保守的な論陣を張っている胡[2012]は、国有企業は規模を拡

大することで、フォーブス 500 にランクインするようなかたちで国際競争力を維持し、

民営企業は地方の雇用や経済を担う主体になるという２つの異なる役割があり、「国進

民退」は存在していない、と主張している。 
以上のとおり統計ベースで確認できる「国進民退」は、規模の大きな国有企業が過剰

投資などにより低い収益率にもかかわらず、大きな資産を占有しているという形で現れ

ている。この資産規模の大きさは、銀行融資や株式市場からの資金調達といった面での

国有企業優遇によって支えられている。 
 
２ 「国有経済の堅持」の論理がもたらす不平等な競争条件 

さらに、「国進民退」がより深刻な問題であるのは、この低い収益性が単純に企業の

競争力の問題に拠るのではなく、不平等な競争条件、制度が存在しているためである。

あからさまに国有企業を優遇し民営企業を差別する制度が、現在でもいくつか存在して

いる。法律上の規定で明確に国有優先を謳っている場合もあるし、政策が国有経済の堅

持を謳っている場合もある。 
法律上の問題としてしばしば指摘されるのは、物権法の国家所有の規定および独占禁

止法第 7 条の「国有経済規定外」とも受け取れる表現である。物権法の第 41 条におい

ては、「国家の財産、所有権は、どのような組織や個人も侵害してはならない」と謳っ

ている一方で、第 42 条においては、「公共の利益のためには、集団の所有の組織や土地、

個人の住宅その他の不動産を徴収することを認める」としている。そして、第 52 条に

は、「鉄道、道路、電力設備、電信設備、石油ガスパイプラインなどのインフラについ

ては、法律が国有と定めた場合は、国家所有とする」と明記している。 
より企業の競争条件に影響するのは、独占禁止法である。独占禁止法第 7 条には、「国

民経済の命脈と国家安全にかかわる産業において支配的な地位を維持している国有経

済、および法律に基づき専業専売経営が認められている産業において、国家はこの事業

者の適法な事業活動を保護し、商品、価格などについては監視し、消費者の利益を保護

し、技術革新を促す。」とある。この下線を引いた「法」という言葉がどの法律をさす

のか、独占禁止法そのものなのか、それとも特定の事業の設立を定めた政府の通達など

なのかがあいまいであった。とすると、独占禁止法は「支配的地位の濫用」の内容を具

体的に定めており、所有制にかかわらず、違法行為は明らかである。しかし、業界の法

規などがそれを指すのであれば、独占禁止法と業界法規のどちらを優先すべきなのかが

きめられている必要があるが、それが明らかではない。 
「国有経済の堅持」か「民間資本への市場開放」かの考え方の違いは、この国有経済
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を優遇するのかしないのかの違いである。この違いが如実に現れるのが、誰の市場への

参入を認めるか、という点である。これを反映するかのように、表 1 に示した 2005 年

と 2010 年の「非公有 36 条」などに代表される民間資本の参入を支援する政策と、2006
年 97 号文件に代表される国有資本堅持を推進する政策では、国有企業の参入する範囲

と定義がまったく異なっている。「国有経済の堅持」を主張する側は、以上の物権法や

独占禁止法の 7 条に加え、各部門が立法した部門立法により、国有の範囲を定め、しば

しば独占を形成している。 
一方、民間資本の導入を謳った「非公有 36 条」文件は、国有企業の活動範囲を「国

家の安全にかかわる分野」に加え、「自然独占」もしくは「市場の失敗」が認められる

分野に限る、としている。これは、1999 年の国有企業改革のときに宣言した国有企業

参入の範囲の定義と同じものを引き継いでいる。そして、自然独占がみとめられるよう

な業態でも、少数株主というかたちであれば参入することを認めていた。ちなみに石油、

旅客航空産業については、「自然独占は認められるものの独占は解体する」ように分類

されており、鉄鋼産業については特に指定がないため、基本的には民間に開放する産業

に分類されていた。さらに、独占禁止法の「支配的地位の濫用」の疑いの濃い、ブロー

ドバンド接続をめぐる独占について、2011 年に、発展改革委員会が独占調査を行おう

とする動きも起きていた 1。 
 国進民退をささえる不平等な競争・参入条件はどのような論理があるのか、原因はど

こにあるのかを探るため、産業別に所有と市場競争の状況を比べてみると、実に多様で

あることがわかる（表 2）。政府部門の企業化も拒否し市場を独占している鉄道、郵便

から、企業化はしているものの国有企業数社が寡占を形成している石油精製・流通業、

通信産業、そして、国有独資の企業もあるものの、その他の民営企業、国有・民営の混

合所有企業の参入も確認され、競争の起きている、電力や航空、鉄鋼産業などである。 
物権法の国有規定、独占禁止法の国有免責規定から伺えるように、各部門の立法が国

有独占を定めていれば、その業界は国有企業が独占している（鉄道、石油加工）。また、

国有独資の存在も認めるものの、民間資本の参入に対し開放的な内容の業界法規がさだ

められた場合には、旺盛な参入が起きている（航空産業）。結局のところ、それぞれの

国有企業とその業界を管理する部門の政治力しだいで、「国進民退」がどの程度進むの

か、が決まってしまう体制になっている。この政治力が強大な場合は、WTO のコミッ

トメントのような国際的な協約や、独占禁止法という国全体にかかわる法律の「支配的

地位の濫用」という条項に明確に違反している部門立法（省庁による通達）が廃止され

ずに、国有企業の独占や寡占を公的に認める根拠となっている（加藤・渡邉・大橋[2013]
の第 4 章の石油加工産業の事例）。政治権力が、法治の論理すら無視する状況は、人権

問題の分野だけでなく、経済の分野でもおきているのである。  
 
                                                   
1 加藤・渡邉・大橋[ 2013]参照。 
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表 2 産業別の所有と競争概観 
産業 所有 競争（市場） 

鉄道 政企不分・非企業 独占 

郵便 政企不分・非企業 独占 

放送 政企不分 中央、地方に多くの放送局があり競争 

タバコ 政企不分 専売（国からの許可を得て販売） 

塩 政企不分 専売 

石油加工 国有 国有 2 社の寡占 

水道 国有、地方政企不分、民営 地域分割 

電力 発電：国有、民営、混合  

送電：国有 

発電：国有 5 社、民営、混合所有の混合市場 

送電：国家２社の地域分割 

航空 国有、民営、民・外資混合 国有 3 社、混合１社、民営 4 社 

通信 固定電話・携帯：国有 

データ通信：国有、民営 

固定電話：4 社、携帯電話：2 社、データ通信：6 社 

鉄鋼 国有、民営、混合 1 万社以上 

家電 混合、民営、外資 数 10 社 

（出所）鄭・戚・呉[2010]、陳主編[2008]、渡邉[2013a]などをもとに筆者作成。 
 
 

図 2 収益を出せない国有企業 

 
（出所）国家統計局編『中国経済景気月報』各期より筆者作成。 
（注）このグラフでは、データの頻度が不均一になっている。2012 年について

は月次、2006 年から 2010 年までは四半期季ベースとなっている。 
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 しかしながら、このように国有企業と部門立法が結びつき、国有企業による寡占・独

占しようとする試みが、常に成功するわけではない。高度成長のもとで拡大する需要が

存在している業界には、コスト競争力のある参入方法、利益を生む出すビジネスモデル

をもった民営企業が参入し、非効率な国有企業の淘汰を迫る状況も起きている。その典

型例が、鉄鋼産業である。鉄鋼産業では、政策が民営企業をコントロールし、国有企業

を保護するような試みが何度も打ち出されてきている。2005 年に、江蘇鉄本、寧波建

龍という民営企業が、老舗国有企業の宝山製鉄などに迫る生産規模の投資を試みた際、

マクロコントロールという政策のもと、土地利用申請の違反などの名目で、企業の経営

者を逮捕したり、プロジェクトの停止を命じたりした。その後、鉄鋼業産業政策が発布

され、各省の国有製鉄会社を中心に、民営企業もグループ化する政策が出され、それを

補助するように、銀行からの融資で買収を行うことを鉄鋼業に例外的に認めるというこ

とも行われた。 
 しかし、こうして国有企業を保護しようとしても、国有企業は自力で利益を生み出せ

ない限りは、市場メカニズムに淘汰される。そうした傾向は、すでにマクロでの企業利

潤の動きからもうかがえる。図 2 は、国有企業と非国有企業の利益の伸びをプロットし

たものである。国有企業の利潤は、2008 年に入ると伸び悩み、リーマンショックが起

こった年後半にはマイナスに転じる。そして、2009 年前半にいわゆる 4 兆元の景気対

策が実行されたあと、突如として利益が伸び始めている。しかし、2011 年後半からの

景気引き締め先の効果が現れた 2012 年に入ると、利益の伸びがマイナスになっている。

政府の政策の恩恵を優先的に受ける体制から爆発的に利潤の伸びがみられたものの、こ

うしたカンフル剤の効果が消えると、利益を生み出せない体質になっていることが伺え

る。一方の、非国有企業の利益は、リーマンショックの影響は受けているものの、2011
年の引き締めに対してはかろうじてプラスの利益を出していることが伺える。非国有企

業と国有企業の競争を通じて、国有企業は利益を出すビジネスモデルをつくることに失

敗しており、本来ならば市場から淘汰される存在であることを示唆している。 
 しかしながら、国有企業の堅持を主張する声はなかなかなくならない。それには、次

節でみるように政治の論理、イデオロギーの論理が依然として社会に強く残っているた

めと考えられる。 
 
Ⅲ 政治の論理：「社会主義市場経済」の決定とその後 
 

最初に触れたとおり、「国進民退」の動きがあきらかになってくる背景には、「国有経

済の堅持」を導く政策が打ち出されたことが背景にある。こうした政策が打ち出された

背景には、共産党の決定がある。表 3 は、1987 年から 2012 年までの党大会もしくは

党中央委員会などで行われた党の決定のうち、国有と民営の役割と位置づけにかかわる

箇所を抜き出したものである。 
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表 3 党大会の決定および改革文件における国有と民営の問題 
 党大会の目標と党中央の決定文書名  

 法規・政策名 国有、民営の問題にかかわる論点 

1987 第 13回

党大会 

「個人経済と私営経済の発展を奨励

する」 

 

1988 全国人

民代表大会 

憲法改正「第 11 条 国は私営経済が法律の規定する範囲内で存在し発展するこ

とを許す」 

1992 第 14回

党大会 

「社会主義市場経済体制の構築を改

革の目標とする。」 

 

1993 第 14期

3 中全会 

「中共中央、社会主義市場経済体制の

設立に関する若干の問題に関する決

定」 

社会主義体制にも市場経済を導入する

ことができる。 

1997 第 15回

党大会 

「国有経済の配置を調整し、所有制構

造を改善する」 

国有企業の改革を決定。改制などを決

定。 

1999 第 15期

4 中全会 

「中共中央、国有企業改革および発展

に関する若干の重大な問題に関する

決定」 

国有経済の戦略的調整を行い、国有企業

の範囲を国家の安全と自然独占の範囲

にとどめる。 

2002 第 16回

党大会 

 ごく少数の国家独資企業以外は、積極的

に株式化、混合所有制度化を進める 

2003 全国人

民代表大会 

 国有資産監督管理委員会の設立 

2003 第 16期

3 中全会 

「中共中央、社会主義市場経済体制の

設立に関する若干の問題に関する決

定」 

公有制企業の地位を守り、国有経済にお

ける主導的な地位を確保する。多様な所

有制を推進すると同時に、公有制企業の

経済活力を強化する。 

2007 第 17回

党大会 

 公有制企業を中心とし、多種類の所有制

度が共同発展する制度を基礎とする。公

有制企業の地位はわずかとも揺るぎな

く発展させ、ゆるぎなく民営企業の支援

も行う。 

2008 第 17期

3 中全会 

（「農村改革に関する若干の重要決

定」） 

（企業改革に関しては、明確な決定がな

かった。） 

2012 第 18回

党大会 

  公有経済の地位をゆるぎなく固めて発

展させ、非公有制企業の支持もゆるぎな

く行う。 

（出所）各会議の文件などをもとに筆者作成。 
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ここからも、公有企業と民営企業をどういちづけるかが微妙に変質していき、「公（国）

有経済の堅持」の色がしだいに強くなったことが伺える。1987 年第 13 回党大会で、個

人経済および民営経済の存在を認める決議おこなってから、2002 年第 16 回党大会にお

いて「ごく少数の国家独資企業以外は、積極的に株式化、混合所有制度化を進める」こ

とを決定するまで、党は多様な所有制度の構築を進めてきたことが伺える。しかし、

2003 年の国有資産監督管理委員会の設立を機に、公有制への言及が増える。まず、2003
年第 16 期 3 中全会において、公有制を保護するという文言がはいり、2007 年の党大会

では、公有制企業を中心とした所有制度を構築する。公有制の廃止はまったく認められ

ないという強い表現になった。そして、この表現は、2012 年第 18 回党大会の胡錦濤報

告にも受け継がれている。胡錦濤体制の間、「公有経済の堅持」を強化の一方であった

のである。この「国有経済の堅持」をめぐる論争は、胡時代に始まったものではなく、

共産党の一部に根深く残っているものである。この政治もしくはイデオロギーの論理が

どのようなものなのかを理解するため、次に鄧小平時代、江沢民・朱鎔基時代の論争を

整理する。 
 
１ 鄧小平期 （1984-1992 年） 
中国においては、現在でも国有企業は民営企業よりも優れていると考える風潮が厳然

と残っている。そして、こうした意識が、国有経済堅持の主張を支える社会的な土壌に

ある。呉[2007]は、この国有制崇拝は、ソ連の、特にスターリンのもとでソ連アカデミ

ー経済研究所によって編纂された『政治経済学教科書』の影響がある、と指摘している。

マルクスとエンゲルスが想定した社会主義社会は「自由人の連合体」であり、「社会の

名義で生産手段を占有すると、国家は自ら消えてしまう」と考えられていた。この国家

と社会の関係が逆転し、国家による所有が社会主義の経済的基礎であると主張したのが、

前出の『政治経済学教科書』であるという[呉 2007,165]。 
 時代がくだり、1978 年に改革開放がはじまると、「国有制の経済基礎の上に市場メカ

ニズムを導入し、市場経済を確立できるか？」が、改革の中心課題となった。これは、

以上のような伝統的にイデオロギー信奉者にとっては許しがたいテーマであり、猛反対

に遭うことは必至であった。このため、鄧小平をはじめとする改革の指導者は、「論争

しない」戦術を取る。当時、文化大革命を経て中国では多くの失業が生まれていた。こ

うした労働力への就業機会の提供は喫緊の課題となっていた。そのため、個人経済の開

放、農民の請負制の開始、郷鎮企業の発展、海外からの外国投資企業の導入が、進めら

れる。そして、「論争せずに、大胆にためし、大胆に突き進む」という鄧小平の保護を

受けて、個人経済、私営経済の発展が承認されたのである。 
1987 年に開かれた第 13 回党大会において、「国家が市場をコントロールし、市場が

企業をリードする」というスローガンが提起され、翌 1988 年には憲法が改正され、「国

は私営経済が法律の規定する範囲で存在し発展することを許す。私営経済は、社会主義
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公有経済の補完である。国は私営経済の合法的権利と利益を保護し、私営経済に対し誘

導、監督、管理を行う」と定められた。イデオロギーの問題を回避するために、国有経

済のケーキを減らすことなく、全体のパイを拡大させて私営企業に余地を与える、とい

う「増分改革」の方向性が示されたのである。こうして、私営企業による供給を増やし

ても、当時の不足の経済は解消されなかった。 
しかし、こうした動きをイデオロギー的に受け入れられない勢力(「左派」)は存在し、

1989 年に天安門事件が起こると、「右に行こうとするとき、左の風が起きた」状況にな

る。1989 年 6 月 9 日に、鄧小平は「計画経済と市場経済の接合は維持する」と宣言し

たが、すべての社会活動が停止し、1990 年の GDP の成長率は 3.8％にまで落ちる。こ

うした、すべての悪弊は市場経済化を取り入れたためだ、という声が強くなる。1990
年 2 月 22 日の『人民日報』は、「資産階級自由化への反対について」という論説を載

せた。さらに、1990 年 12 月 17 日に、『人民日報』は改めて、「社会主義は資本主義に

替わらなければならない」という文章を載せた。「市場経済とは、公有制を廃止し、共

産党の領導を否定し、社会主義制度を否定し、代わりに資本主義を行おうとするもの

だ。」と厳しく批判した。 
これに対し、鄧小平は李鵬、江沢民、楊尚昆を呼んで、「社会主義にも市場経済があり、

資本主義にも計画コントロールはある。市場経済を導入するからといって、資本主義の

道を行くといってはいけない。計画も市場もどちらも重要である」と話したという。そ

して、1991 年 1 月と 3 月に、上海の『解放日報』に、皇甫平の名義で、「改革開放のけ

ん引役となろう」「開放を拡大しようという意識を強めよう」「改革開放は、徳と才を兼

ね備えた幹部を大量に必要としている」という文章を載せ、改革の進展を主張した。し

かし、1991 年 8 月、ソ連のゴルバチョフ大統領が守旧派に軟禁されて試みられたクー

デターが失敗すると、中国では「左派」の論調が厳しくなっていた。 
 こうした中、江沢民は 20 名あまりの改革開放に関する研究を進めてきた経済学者を

集め、10 月から 12 月にかけて、座談会を開き、「なぜ西側資本主義が死滅していない

か」「特色のある中国の社会主義経済をいかに構築するか」を議論させた。この議論を

通じて「社会主義市場経済」のコンセプトが固まっていったという。そして、1992 年

1 月、鄧小平は家族旅行と称して深圳におもむき、そこで論戦に終止符を打つ宣言をし

た。「（政策を導入する）判断基準は、社会主義社会の生産力を発展に利するのか、社会

主義国家の国力を増強に利するのか、そして人民の生活水準の向上に利するのか」この

3 点を基準とする。そして、「計画と市場のどちらが多いかは本質的ではない。」と指摘

した。さらに、1992 年 6 月 9 日、江沢民は「中国は右を警戒しなければならないが、

左傾化を防止することがより重要である。」という鄧小平の言葉を紹介した[中国改革 
2012]。現在では保守派の権化のようなイメージのある江沢民であるが、保守的なイデ

オロギーとのぎりぎりの妥協点をさぐり「社会主義市場経済」という概念を生み出した

のは、江の貢献があったことは間違いない。 
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２ 江沢民・朱鎔基期（1992-2003 年） 
(1)「社会主義市場経済体制」の確立 
 鄧小平の南方講話を経て、「市場経済」はようやく「敏感な言葉」ではなくなる。そ

して、1992 年 11 月に党の総書記、軍事委員会に選出された江沢民は「社会主義市場経

済体制」の建設を、改革の目標と定め、1993 年 11 月に「中共中央、社会主義市場経済

体制の設立に関する若干の問題に関する決定」が発表された（表 3）。 
 この決定では、「公有制は国民経済において主体的地位を占めるべきであるが、地方、

産業によってある程度開きがあってよい。公有制の主体的地位は、国有と集団所有の資

産が社会総資産において優位を占めることによって示され、国有経済は、国民経済の命

脈およびその経済発展に対する主導的影響などの面をコントロールする」と定められた。

しかし、「自称『社会主義を堅持する人々』」[呉 2007]は、民営経済が国有経済の存立

基盤を脅かす状況に反感をもち、1996 年から 1997 年にかけて、4 本の「万言書」（上

申書）が出され、所有制をめぐる論争が再び持ち上がる。 
 これらの「万言書」の主張は、呉[2007]の要約によると、おおよそ次のとおりであっ

た。まず、「国有経済は、統一完備された体系を保持する必要がある。」「国有経済は集

団経済を補完しなければいけない。」「公有経済はかならず、非公有経済を補完的地位に

置かなくてはならない」そして、「政権と所有権を一身に集めた社会主義国家が、政権

の力で国有企業を守ることができないのであれば、一種のゴルバチョフ式の誤った路線

と全身的戦術を実行しているのと同じだ」と非難した[呉 2007,171]。 
 これに対して、改革派は、次のように反論した。まず、「国有経済を高級な所有形態

とする、という考え方は、ソ連の『政治経済学教科書』の古い理論の蒸し返しに過ぎず、

改革開放の推進の障害となっている。」「国家が社会主義的性質を備えているかどうかは、

国有経済の占める割合によって決定されるのではなく、共産党がただしい政策を採り、

富の分配の両極分化を有効に防止さえすれば、われわれ国家の社会主義的性質は保証さ

れるのである。」「公有制は、基金や基金会、合作組織や、社区所有制など多様な形態が

ある。」「中国の実情から言って、有限の国有資本では国民経済すべてを支えることはで

きず、国有経済は、一般的な競争部門から国家が掌握しなければならない戦略的部門へ

と集中する」[呉その他 1998]。1997 年の国務院発展研究センターの推計によると、国

有経済の業種や企業の分布が基本的に変化させず、国有企業に市場競争力をつけようと

すれば、国家は 2 から 2.5 兆元を投入する必要がある。6000 億元が不良債務の処理、

1.8 兆元は設備・技術更新のための再投資、そして残りに従業員の年金債務の保証に必

要であるという試算が出た。当時の財政には負担できない額であった[呉 2007,174]。 
 1997 年 9 月の第 15 回党大会において、「公有制を主体とし、多様な所有経済がとも

に発展する」ことを、中国の基本的経済制度として確定し、この論争に結論を出した。

これが文書となったのが、1999 年 9 月に発表された「中共中央国有企業改革および発

展に関する若干の重大問題についての決定」である。この文書は、公有制企業の多様な
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形を定めることをきめ、国有企業の有限責任化、株主の確定による会社化、いわゆる「改

制」の根拠となった。まだ同時に、「国有企業の活動する範囲を国有企業の範囲を国家

の安全と自然独占の範囲にとどめる。」ことを謳っている。 
 
(2)国有企業の経営悪化と国有企業の再構築の開始 

1992 年の鄧小平の「南方講話」（同年 1～2 月に鄧が南方の諸都市を視察した際に行

った、改革・開放加速を呼び掛ける談話）以降、民営企業の存在が認められ活発な経済

活動への参入が始まると、硬直的なメカニズムと人員を抱えた国有企業は、市場での競

争において非公有制企業に勝つことができず、経営が悪化し始める。こうした現実のも

と、1993 年ごろから地方においては、地域の試験的運用として、中小の国有企業の「現

代企業制度への転換」が始まった。そして、1994 年には「資本構造の最適化」政策が、

18 都市で試験的な適用を開始すると同時に、政策による破産も始まった。1996 年まで

には、110 都市以上での中小型企業の「増資、技術改造、分流、破産」が進められ、経

営状況の改善をめざす動きが始まった。1994 年から 96 年の 3 年で、増資は 200 億元、

技術改造は 800 億元、切り離された部門は 1 万箇所、企業との関係を解除された人員

は 258 万人、買収された企業は 853 社、破産した企業は 621 社となった[肖慶文 2008]。 
しかし、これでも国有企業の経営悪化はとめられず、1996 年には 43%の国有企業が

赤字に陥り、1998 年にはすべての国有企業が赤字に陥る事態となった。国有企業問題

の本丸である大型企業に切り込む必要が出てきた。当時の朱鎔基首相は「おおよそ三年

で、国有大型企業を現代企業に転換させ、利益を出させ、困難な状況を脱する」ことを

目標に掲げた。国有大型企業を現代企業に転換するにあたっては、このためにも、公有

制企業の多様な形態を認めることが必要となったのである。呉敬璉は、この 1996 年か

ら 1997 年の論争の末、民営経済は市場経済の重要な構成部分であり、多様な所有制経

済はともに発展すべきであるという思想があまねく受け入れられた（[呉 2007,164]）、
と述べているが、そうとはならなかった。 

当時の社会で国有企業の改革が受け入れられたのは、ひとえに国有企業の赤字が膨大

でほかに対処法がなかったからにつきる。経済的に逼迫していたからこそ、保守的なイ

デオローグは反対しなかっただけであった。この国有企業がもっとも厳しい困難に直面

しているときも、国有企業ゆえに包括的な政策が動員され、国有企業の経営改善が進め

られた。思想としては、国有企業を保護しようという思想は今でも根強い。2012 年胡

温体制の末期に再び、国有経済崇拝の論調がもう一度復活することになる。 
 
３ 胡錦濤・温家宝期（2002-2012 年） 

2002 年に胡錦濤が党書記に就任し、温家宝首相との胡温体制が始まる。胡温体制の

成立当初は、実は最も国有企業改革が進められた時期であった。そして、第 16 回党大

会では「国有資産管理体制を構築すること」「ごく少数の国家独資企業以外は、積極的
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に株式化、混合所有制度化を進める」ことが確認された。このように多様な所有制度を

発展させるという目的の中で、国有企業を効率的に監督する機関が必要であるという認

識から、2003 年 3 月、国有資産管理委員会の設立が決まった。 
また、第 16 期 3 中全会において、「社会主義市場経済体制をより改善するための若

干の問題に関する決定」が決議された。この決定において、各論の筆頭に、第 15 回党

大会の決定とおなじく「公有制を主体とし、非公有制企業の発展も促進する。」ことが

挙げられた。 
 この決定における公有制企業と民営企業の扱いはおおよそ次のとおりである。まず、

「多様な公有制企業を推進する」、非公有制企業については「積極的な発展を導き出す

ように全力をささげる」、そしてこうした企業の発展を支えるため、「現代的な財産権制

度を確立する」としている。公有制企業については、「国有企業の経済活力を向上させ

る」と同時に、「国有企業が進むことも退くことも可能な流動的な体制をつくる」とし、

一方的に公有制企業の地位を保護、拡大しよう、という思想は明示されていない。次に

つづく第 3 節において「国有資産管理体制をより改善し、国有企業改革を深化させる」

という中で、「国有資産管理監督体制の確立」「企業統治システムの改善」「独占体制の

打破」が掲げられている。特に、3 番目の独占体制の打破の箇所は、国有企業が独占す

る産業に競争を導入することを明確に謳っている。そして、具体的に、通信、電力、旅

客航空については企業改革と企業再構築、鉄道、郵便、都市ユーティリティなどについ

て、政府と企業、政府と資本の分離、政府と事業の分離を行い、自然独占業務について

はモニタリングを強めると指摘している。このように、公有制、非公有制という多様な

所有形態を認めながら、相互に競争を通じて優勝劣敗が進むことも認める、ことをうた

っていた。また、国有経済が活動する範囲も戦略的に調整し、「国家の安全と国民経済

の命脈にかかわる産業と領域に集中して投資する。その他の業界の国有企業は、資産の

再構築、市場での公平な競争による優勝劣敗に任せる。」と宣言され、これは第 15 回党

大会の宣言と同じである。 
 しかし、2006 年に入り国有資産管理委員会が定めた「国有資本調整および国有企業

の再構築に関する指導的意見」（「97 号文件」）において、国有経済の定義が微妙に変化

する（表 4）。国有資本の投入する分野に、従来の①国家の安全、②自然独占の発生す

る産業、③公共財の提供、④支柱産業、④ハイテク産業の中心となる企業に加え、⑤重

要なインフラおよび⑥重要な鉱物が加わっている。この定義は、2009 年に制定される

「企業国有資産管理法」にも引き継がれる。 
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表 4 国有資本を戦略的に集中させる分野の定義 
発布年 1999 年 9 月 2006 年 12 月 

文件名 「中国共産党中央委員会の国有企業改

革と発展に関する若干の重大な問題に

関する決定」（第 15 回党大会決定） 

「国有資産管理委員会の国有資本の調整と

国有企業の再構築に関する指導的意見」（国

発弁[2006]97 号文件） 

国有資本

を集中さ

せる分野 

国家の安全に係わる産業、もしくは自然

独占の産業において、公共財、公共サー

ビスを提供し、支柱となる産業、ハイテ

ク産業の中心となる企業 

国家の安全、重要なインフラおよび重要な

鉱物資源に係わる産業、公共財、公共サー

ビスを提供する産業、支柱となる産業、ハ

イテク産業の中心となる企業 

（出所）天則経済研究所[2011]を参考に各文件より筆者作成。 
 
 
 「97 号文件」は、それまで「戦略的調整」との名のもとで国有経済の活動範囲を限

定する動きが、反転するきっかけとなった。第 15 回党大会決定から第 16 回党大会決

定まで受け継がれてきた国有企業の定義においては、「国家の安全」と「成長の重点の

なる産業」のほかは、「自然独占の産業」に限定されてきた。現実の経済においては、

技術革新により、技術への投資金額が小さくなることで、自然独占が消滅する場合が

往々にしておきる。馬・袁・張[2008]や戚[2010]など、政策研究を行っている研究者も

この潜在的な可能性を指摘しており、それに応じて、競争の導入を検討すべきである点

を指摘している。この意味で、旧来の伝統的な国有企業への競争の強化がめざされてい

た。 
 しかし、「97 号文件」を通じて、国有資産管理監督委員会という一部局が、党および

国務院の決定も覆すかたちで、国有企業の範囲を拡大している。実際に、「国進民退」

の批判が強い産業は、この新たな範囲に多く出現している。「重要なインフラ」を提供

する産業として国有独占がみとめられているのは鉄道部であり、「重要な鉱物資源」を

あつかう産業として、石油加工産業、石炭、鉄鋼そして最近のレアアース産業がある。

こうした産業では、国有企業が独占的に振舞う制度的な根拠のひとつが、この 97 号文

件であると推測できる。そして、後述するが、この部門の政策文書が法律や党の定めを

覆すような状況は、「国進民退」と呼ばれる現象の背後に往々にして存在している。 
 以上の党の決定、政策の歴史を振り返ってみると、次のような傾向がある。第 1 に企

業を崇拝、尊重する傾向は根強く残っている。国有企業の効率が悪く、民営企業の旺盛

な発達を目にしても、国有企業の存在を完全に否定することは行われてこなかった。「社

会主義市場経済体制」という言葉と、国有企業の比率の大きさは、独立した関係にある

ことは認められた。たとえ、国有企業の数が減っても、経済全体に影響する力が大きけ

ればよい。第 2 に、国家が法律などを通じて、企業に影響を与えられればよい、という

見方も提出されている。しかし、大胆な国有企業の戦略的調整を決めた、第 15 回党大
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会決定とそれに関連する政策にしても、国有企業の競争力を維持するための財政負担が

大きすぎるゆえに、認められた、という側面がある。国家の財力が回復すれば、やはり

国有企業を維持、拡大したい、と主張する論調が根強く残っている。胡錦濤体制に入っ

た第 16 回党大会および第 17 回党大会での決定では、社会主義市場経済体制をより完

全にすることを謳ったが、ここにおいても国有企業の完全民営化は示されなかったので

ある。そして、1990年代の改革と2001年からのWTO加盟という大きな政策の影響で、

2000 年代に中国の経済規模は 4 倍にまで拡大する。こうした経済規模の拡大ゆえに潤

沢になった財政資金をもって、国有企業の規模拡大、投資の拡大による競争力の回復を

図ろうという動きも出てきたのである。2010 年代になってから左派による国有企業賛

美の動きには、こうした論争の経緯が力を与えていた可能性がある。 
 
おわりに 習近平体制のスタンスと展望 
  

経済的な側面から見た場合、「国進民退」と呼ばれる現象は、非効率性の源泉になっ

ている。国有企業に対して民営企業が不利な立場にあるという不平等さだけではなく、

非効率な国有企業がさまざまな資源を占有している結果、中国経済全体に非効率性をも

たらしている。さらには、中国企業のイノベーション能力の育成も阻んでいる可能性が

ある。中国経済が完全雇用の時代、さらには高齢化の時代を迎えた今、こうした非効率

性を排除することが、経済成長を維持するために不可欠である。こうした見方は、経済

学者の間では広く共有されている。しかしながら、胡体制の間政策に反映されることは

なかった。すでにみたように、2012 年 11 月に開かれた党大会での胡錦濤報告において

は、「公有経済の地位をゆるぎなく固めて発展させ、非公有制企業の支持もゆるぎなく

行う」ことが再確認されたのである。 
 しかし、党総書記に就任した習近平は、「国進民退」の推進を可能にした権力の濫用

に歯止めをかけようという方向性を打ち出している。たとえば、①「どのような組織や

個人も、憲法を遵守しなければいけない」と述べ、「以法治国」を自身の政治方針とし

て掲げた。また、②深圳を訪問して、「改革を進める」と宣言した。また、2013 年 1 月

に入り、反腐敗の文脈で、③「すべての権力を制度のかごの中に閉じ込めなければなら

ない。」と改めて述べている。しかし、石油工業部や鉄道部に象徴される権力と国有企

業が結託した利益団体を解体するのは一筋縄ではいかなないと思われるし、そこまでの

意思が習近平にあるかどうかは不明である。ただし、2011 年から 2012 年にかけて、国

有企業も独占禁止法の運用の対象にしようとする官庁の動きはあり、利益団体の網の目

が国のすべてにはりめぐらされているとも言えない状況である。また、WTO 加盟の際

のコミットメントの実施状況を海外から問われた場合には、政府は対応を迫られる。国

の内外からの「法治の徹底」を求める声が、「国進民退」を消滅させる可能性はまだあ

るといえよう。 
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